
 

 

奈良市入札監視委員会運営要領 

 

 

（目的） 

第１条 この要領は、奈良市入札監視委員会規則（平成２７年奈良市規則第４１号。以下「規則」という。）

第１４条の規定に基づき、奈良市入札監視委員会（以下「委員会」という。）の運営その他必要な事項

を定めるものとする。 

（会議） 

第２条 委員長は、規則第７条に規定する会議の開催場所、日時及び会議に付すべき事案を、あらかじめ

委員に通知するものとする。 

（会議の対象となる工事） 

第３条 会議の審議の対象は、原則として会議開催の月の前々月以前６箇月間における本市又は企業局が

発注する予定価格が１３０万円を超える建設工事及び予定価格が５０万円を超える測量、建設コンサル

タント業務等（以下「対象工事等」という。）とする。 

 （会議への報告に当たっての資料の作成等） 

第４条 規則第２条第１号の報告に当たっては、契約課長又は企業局経営企画課長（以下「契約課長等」

という。）は、入札及び契約手続きの運用状況等に関する資料を作成し、委員会に提出するものとする。 

 （会議の審議対象となる事案の抽出等） 

第５条 規則第２条第３号の工事等の抽出（以下「抽出」という。）に当たっては、契約課長等は、前条

に規定する期間内に発注した対象工事等について、入札方式別発注工事等総括表（別記第１号様式）及

び入札方式別発注工事等一覧表（別記第２号様式）を作成し、委員会に提出するものとする。 

２ 抽出は、前項の規定により作成された入札方式別発注工事等一覧表の中から入札方式の別を考慮して

行うものとする。 

３ 契約課長等は、抽出された対象工事等に係る抽出事案説明書（別記第３号様式）を作成し、委員会に

提出するものとする。 

 （会議の審議概要の作成） 

第６条 契約課長等は、会議の終了後速やかに奈良市入札監視委員会会議審議概要（別記第４号様式）を

作成するものとする。 

（再苦情処理会議に係る資料の作成、報告及び説明） 

第７条 契約課長等は、苦情に関し、再苦情の申立てが行われるまでの経過について、苦情経過報告書（別

記第５号様式）を作成の上、委員会に提出し、説明を行うものとする。 

 （再苦情処理会議の審議概要の作成） 

第８条 契約課長等は、再苦情処理会議の終了後速やかに奈良市入札監視委員会再苦情処理会議審議概要

（別記第６号様式）を作成するものとする。 

 （公表） 

第９条 契約課長等は、委員会に関し、次に掲げる事項を公表し、公衆の閲覧に供するものとする。 

(1) 委員の氏名及び職業 

(2) 奈良市入札監視委員会定例会議審議概要 

(3) 会議に係る意見書 

(4) 奈良市入札監視委員会再苦情処理会議審議概要 

(5) 再苦情処理会議に係る意見書 

 



附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 


